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学校保健

保健管理（心身の健康を守る）：健康診断、健康相談、保健指導、疾病の事後措置、

学校環境衛生（教室の明るさ・空気など）、感染症対策

保健教育（健康を育む）：体育科・保健体育科や特別活動などを通じた、健康的な生

活習慣、安全な行動能力の育成
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令和８年２月19日体育・保健体育、健康、安全WG（第7回）資料２より



乳幼児期から高齢期に至るまで、保健事業（健診）を展開しているが、その
データは分断されている。国民の健康管理に適切に一生涯を通じたデータと
して反映されるような仕組みを講じる必要がある。

日本医師会の考え方

わが国の主な健診制度の流れ

０歳 ６歳 １８歳 ２２歳 ４０歳 ７５歳
【乳幼児期】 【就学期】 【就労期】 【高齢期】

後期高齢者健診
高齢者医療確保法
厚生労働省
老健局・保険局

令和元年健康寿命（男：72.68歳、女：75.38歳）

令和元年平均寿命（男：81.41歳、女：87.45歳）

生涯を一気通貫した健診データが重要

伸ばす

生涯保健事業の推進による健康寿命の延伸（日本医師会）

生涯保健事業の推進

事業主健診
労働安全衛生法
厚生労働省労働基準局

特定健診
医療保険
保険者（義務）
厚生労働省保険局・健康局

学校健診
学校保健安全法
文部科学省
総合教育政策局

乳幼児健診
母子保健法
こども家庭庁

成育基本法
こども家庭庁
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生きている教材の活用

学校健康診断情

報（身長・体重に

基づく成長曲線）

健康観察情報

（生活習慣、メン

タルヘルス）

自身の健康情報の活用

4



5



6

令和７年２月27日「新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル実装型 TYPES 制度概要」
内閣府 地方創生推進室、内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 デジタル行財政改革会議事務局より



★考える基本となる知識
★それを応用して状況に応じて展開できる能力

両方を醸成することが重要

• 他人の経験や情報と、個人が対応している状況が一致することは稀

→最低限考える基礎知識は必要だが、興味がない情報は維持できない

・当事者でなければ、現実感や危機感がないため、学ぼうとするモチベーションが低

くなる

→夏に鳥インフルエンザのリスクを話しても理解しにくい！
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子どもがメンタル不調と思われる際は

8

要因
（進学・いじめ・疾病等）

不定愁訴
（身体症状：腹痛・頭痛・立ち眩み）

不安など精神症状は、少ない

相談先
友人
保護者
教職員

スクールカウンセラー

SNS
内科系医師
精神科医師

内科系疾患

メンタル不調
イライラ・不眠・不安

現実逃避
OD・不登校など

自己対応？



子どものメンタル不調に対する課題

• 「不安」がなにか理解できない。どのくらい「不安」になれば相談してよいかわからない、

「不安」になったらどこに相談してよいか分からない。

• 困ったら相談という窓口は少ない。

• 性に関すること、いじめ、不登校等事柄がたくさんあって、相談先（窓口）が分からな

い。相談先（窓口）に対する不安も。

• 当事者にならなければ現実的なものと考えない。子どもが「私には関係ない」と思うと学

ぼうとする意欲がわかないし知識が続かず、そのような場になった際に役に立ちにくい。

• 保健は、カバーしなければならない範囲が広く（与えなければならない知識が多く）、

応用できる能力の醸成が必要
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• すでに心の健康相談は教科書で扱われているが、自分の心身の状態を

把握し、必要に応じて適切な相談や支援を求めることの重要性について

理解することが大切ではないか。

•疾病等の医療の具体的な知識よりも、自分のメンタル状態を判断し、必

要なとき相談する力を養うことが大切ではないか。
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では、何をすればよいか

相談しやすい文化の醸成



学校医の職務（学校保健安全法施行規則第22条）

一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導及び助言を行うこと。

三 法第八条の健康相談に従事すること。

四 法第九条の保健指導に従事すること。

五 法第十三条の健康診断に従事すること。

六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。

七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染
症及び食中毒の予防処置に従事すること。

八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。

九 市町村の教育委員会または学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五
条第一項の健康診断に従事すること。

十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する
指導に従事すること。 11



学校医が学校保健に参画する

• 学校における学校保健計画等の立案への参画

• 学校保健委員会

• 外部講師等としての活動：専門医やかかりつけ医にない長

所・・・専門医だと専門性の高い話が多く子どもが分かり

にくいことが懸念される。かかりつけ医は学校の状況を理

解されている方が少ない可能性がある。学校医は子ども

に話す機会が多く、携わる分野を中心とした専門的知見

に基づきながら、学校や子供たちの状況を踏まえ、学校保

健に関して最適な対応ができる存在。
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日本医師会が考える学校保健におけるチームと
しての学校：学校医がなすべきこと

• 学校運営協議会との連携

• 学校保健分野における“チームとしての学校”

• 養護教諭、栄養教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ス

クールナースとの連携

• 民生委員・児童委員との連携

• 行政（特に福祉）との連携
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学校医が学校保健のHub的存在



まとめ
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教育基本法第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社
会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な
国民の育成を期して行わなければならない。

• 健康に関する学習は、知識だけではなく、周囲の助言、

支援を受け、自らが解決策を見つけられるような応用

力、展開力を身に付ける学習である。

• 特に、「何かあってから」ではなく予防の観点を重視す

る必要がある。

• 学校においては、時機を逸することなく、年齢に応じた

適切な段階で、現実に役立つ実践力につながる資質・

能力を身に付けられるようにするべきである。

• 学校医は学校保健のHUB的な存在として学校に関わ

り、心身の健康に関する学習に貢献していきたい。
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